
*任意保険(自動車保険、共済)の案内*(２１歳以上) 

自賠責保険では、事故したとき、相手への保障 (対人）が、治療で１２０万円まで、

死亡の場合で３．０００万円までしかありません。もちろん対物保障や自分の保障は

何もありません。こんなとき必要になってくるのが、自動車保険(共済)です。 

***原付に付加できる『自動車保険(共済)』の種類・加入方法**** 

① 家族原付賠償損害特約《通称：ファミリーバイク特約》+自動車共済〔搭乗者・車両保障〕 

現在お持ちの４輪車に特約を追加加入することで「４輪車の保障範囲」である「相手への保障」「ご

自身の保障」（注１）を原付にセットで保障できます。（注 1：４輪車の契約内容で保障範囲が変わります） 

さらに、自動車共済「車両保障」をご契約いただくことで原付が事故で壊れたときの保障もできます。 

申し込み：ファミリーバイク特約は、４輪車の保険会社、代理店へ（ＪＡは当店でも代行できます）

保険証券と印鑑をご準備ください。 

ＪＡ自動車共済の新規加入は、当店までお願いします。印鑑、免許証、市役所発行の標識

登録証明書をご準備ください。 

ファミリー特約+JA 自動車共済（原付）例 （21歳以上・新規契約 6 等級） 

プラン例 対人 対物 搭乗者 人身傷害 
JA 車両共済      

（全損害・免責 1万円） 

初年度掛金 

(21 歳以上) 

補償するもの 相手のケガ等 相手の車等 自分のケガ等 人身含め様々な損害  自分の車等   

1     5万円 ¥3,190 

2   ファミリーバイク特約で人身傷

害プランを追加下さい。 

10万円 ¥4,950 

3   15万円 ¥6,650 

4 
ファミリーバイク特約 

  20万円 ¥8,450 

5   25万円 ¥9,550 

6 をご利用下さい。 

(例) 

死亡 100 万  

定額払 

←ファミリーバ

イク特約に人身

傷害プランを追

加でいない場合

にご検討下さい。

１００万円～ 

5万円 ¥18,090 

7   10万円 ¥19,850 

8   15万円 ¥21,550 

9   20万円 ¥23,350 

10   25万円 ¥24,450 

*1、2：ファミリーバイク特約で保障することができます。（注 1）  プラン 6～10 は、ファミリー人身傷害の保障がない場合を考慮しました。 

ファミリーバイク特約の人身傷害保障は、契約によって保障が無いことや、オプションだったりすることがあるのでご注意ください。 

② バイク単独でかける場合（自動車保険） 

対人・対物・搭乗者・人身傷害・車両と保障するものと金額により掛金が変わってきます。 

申し込みの際には当店にご相談ください。 

この資料は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。 

また、契約の際には「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

(有)オートショップナカノ     TEL 0993-52-3254 


